
奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和２年６月23日（火） 

                時  分                                                                                                                           

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 令和３年度からの水道料金収納等業務委託について 

  ② 奥州都市計画用途地域の見直しについて 

③ 岩手県と奥州市の政策協議（県統一要望）について 

 

(2) 報告事項 

① 奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会(5/28)     報告者：渡辺 忠 議員 

② 岩手県競馬組合議会定例会(5/29)         報告者：中西秀俊 議員 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 
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令和３年度からの水道料金収納等業務委託について 
 

１ 包括的業務委託の導入とその効果 
 (1) 水道利用者サービスの向上及び事業運営の効率化を進める必要があることから、平成22年度に本事

業を導入したもの。 

第１期：平成22年度から平成27年度までの６年間（委託料総額 767,385千円） 

    ※平成22年度に料金システムを整備（その間は市のシステムにより業務を行う） 

第２期：平成28年度から令和２年度までの５年間（委託料総額 666,261千円） 

    ※第１期の受託者が継続となったため、料金システム整備等の初期費用はない。 

(2) これまで大きなトラブルもなく、委託前と比較して、次の効果が得られていることから、令和３年

度からも包括的業務委託を継続して実施するものとする。 

ア 収納率の向上に伴う収入増    効果額（年平均）   約16,200千円 

イ 経常経費削減          効果額（年平均）   約13,600千円 

ウ 職員削減            効果（平成22年度）  10人 

エ 新たな雇用の創出        効果（平成22年度）  ６人 

 

２ 次期（第３期）包括的業務委託の内容 
(1) 委託期間 

 令和３年度から令和７年度まで（５年間） 

(2) 業務委託の範囲 

窓口業務、（※）給水装置工事関係業務、メーター管理業務、検針業務、調定収納業務、開閉栓業務、 

滞納整理業務、給水停止業務、情報システム処理業務等 

    ※ 給水装置工事の申請受付及び検査業務等を新たに追加する。 

       ⇒ 限られた人数で建設改良工事（老朽管更新工事など）を実施しているが、水道業務を

見直し、民間活用ができる本業務を委託するものとする。これにより、建設改良工事に

増員でき、課題となっている老朽管更新工事などを推進できるもの。 

      参考：旧水道部の職員数 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

人数 42 32 32 32 32 30 28 27 28 27 

       

(3) 予算措置 

債務負担行為額：980,500千円（税込み） 

    ※ 令和２年度から７年度（令和２年度は準備期間により費用は発生しない。） 

    ※ 債務負担行為額は、新規事業者が公募型プロポーザルに参加申込みすることを想定し、料金

システム整備費用や追加する給水装置工事関係業務も含めて設定した金額としている。 

 

３ 受託候補者の選定方法 
(1) 選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

令和２年６月23日 全員協議会資料 

上下水道部 経営課 
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(2) 選定者 

水道料金収納等業務委託事業者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）が、プレゼンテーシ

ョン及びヒアリングを実施して、受託候補者を選定する。 

    ※審査委員会の構成 ～ 以下の団体からの６名で構成 

岩手県環境生活部くらしの安全課 岩手中部水道企業団 一関市上下水道部 

東北電力株式会社 奥州市上下水道事業運営審議会 奥州市上下水道部  
４ プロポーザル方式実施に係る手続き等 
 (1) 実施要綱等の策定   

ア 奥州市水道料金収納等業務委託水準書 

イ 奥州市水道料金収納等業務委託公募型プロポーザル実施要綱 

ウ 奥州市水道料金収納等業務委託公募型プロポーザルによる事業者選定基準 

※ 去る５月29日（金）に開催した審査委員会において、上記内容について意見等を受けている。 

(2) 前回（第２期）募集との主な相違点【水準書関係】 

ア 追加業務関係 

    給水装置工事関係業務は、現在の水道課の執務室で行い、市のマッピングシステム等を貸し与え

て行う。 

イ インターネット受付の導入 

現在、水道の使用開始や中止などの受付を窓口や電話、ＦＡＸで行っているが、インターネット

受付システムを導入し、使用者のサービス向上を図る。（県内では盛岡市が既に導入している。） 

(3) 受託候補者選定に係る評価基準【実施要綱及び事業者選定基準関係】 

 ア 審査委員会で、４(1)ウに基づき、評価を行う。 

    ※ 別紙「提案書等の評価基準表」を参照 

 イ 配点について 

  (ｱ) 給水装置工事関係業務を追加することにより、「委託業務に関する項目」の配点を上げ、「会社

概要等に関する項目」を下げた。 

  (ｲ) 「提案見積金額に関する項目」の配点比率については、第２期と同様に配点合計（300点）の３

割（90点）とした。 

  (ｳ) 受託候補者選定の最低評価基準として、第２期と同様に配点合計の６割（180点）以上とした。 

 

５ 今後の主なスケジュール 
日 程 内 容 

令和２年６月26日（金） プロポーザル参加募集の公告 

７月13日（月） プロポーザル参加申込書の提出期限 

８月18日（火） 業務提案書及び提案見積書の提出期限 

８月24日（月） 第２回水道料金収納等業務委託事業者選定審査委員会 

９月下旬 業務提案書に係るプレゼンテーション、ヒアリング、審査及び受託候補者

の決定  ※第３回水道料金収納等業務委託事業者選定審査委員会 

10月中旬 契約締結、以後、受託者準備作業 

令和３年４月１日（木） 委託業務の開始 
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別紙 

 

提案書等の評価基準表（合計 300点満点） 

評  価  項  目 項目配点 配 点 

会社概要等に関

する項目 

(1) 会社概要及び財務状況等 

４０ 

１５ 

(2) 業務体制及び業務執行計画 １０ 

(3) 地域貢献（経済・雇用・見守り活動等）に対する考

え方 
１５ 

委託業務に関す

る項目 

(4）水道の使用開始、水道料金等業務に対する考え方 

１３５ 

８５ 

受付業務 

検針業務 

調定及び更正の資料作成並びに報告業務 

収納及び滞納整理業務 

開栓及び閉栓業務 

情報システム処理業務 

(5) 給水装置関係業務に対する考え方 

５０ 

給水装置管理業務 

給水装置工事管理業務 

給水台帳管理業務 

指定給水装置工事事業者管理業務 

水道メーター管理業務 

水道メーター取替業務 

研修体制等に関

する項目 

(6) 研修体制に対する考え方 

３５ 

１０ 

(7) 個人情報保護に対する考え方 １０ 

(8) 防災、災害及び緊急時対策等危機管理に対する考え

方 
１０ 

(9) その他の業務提案 ５ 

提案見積金額に

関する項目 
(10) 提案見積金額及び積算内訳書 ９０ ９０ 

合   計 ３００ 
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令和２年 6月 23日全員協議会資料 都市整備部 

奥州都市計画用途地域の見直しについて 
 

１ 背景 

奥州市の都市計画用途地域の一斉見直しは、平成７年度に行った以来 20年間以上行って

おらず、その間、市町村合併や少子高齢化・人口減少社会の到来など社会経済情勢は大き

く変動してきています。 

これまでは人口の増加や都市の成長・拡大を背景とした拡大型のまちづくりが進められ

てきましたが、今後は現状及び将来を的確に把握し、これまで以上に都市の住民・企業の

活動等を勘案したコンパクトで効率的な市街地づくりを進めていく必要があります。 

以上から、都市における土地利用制度の基礎である用途地域の見直しを進めているもの

です。 

 

２ 見直し区域の検討 

見直しにあたっては、現在指定されている用途地域に対し、都市計画マスタープラン等

に示される市街地の将来像との整合性や土地・建物の現況や市街化動向を考慮し、見直し

等を検討すべき地区を抽出しました。 

この抽出した箇所について、土地所有者等の意向を確認しながら変更案を確定したもの

であります。 

 

３ 見直しに係る地権者説明会の開催結果 

  令和２年２月 10 日から令和２年３月２日にかけて見直し地区ごとに全地権者を対象と

した説明会を実施しました。開催結果については、以下のとおりです。 

なお、周知にあたっては、個別に見直し内容の概要を添付した案内文書を送付しており

ます。 

 ▼地権者説明会 

開催日数 延べ開催数 案内者数 出席者数 電話照会等 

13日 31回 1,085通 296名 69件 

 ※ 説明会は 14：00～と 18：30～の２回を基本としながら、地権者数に応じて 10：30～

も追加し開催しております。 

▼説明会における主な意見等 

  ・ 都市計画施策と農業施策との連携により土地利用施策を推進していただきたい。 

  ・ 用途地域内の市街地整備や都市計画道路整備を進めていただきたい。 

  ・ 人口減少により農業も後継者不足等の問題があるので、担い手方策等も考えていた

だきたい。 

  ・ 用途地域の見直しにより住環境が改善されることは良いこと。 

  ・ 見直し区域を土地の形態から更に細分化し、それぞれ再検証をしてから判断してほ

しい。 

  ・ 今回の見直しを契機として今後も地域と土地利用計画について継続的に話しをして

ほしい。 
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令和２年 6月 23日全員協議会資料 都市整備部 

４ 用途地域変更対象地区 

地権者説明会等を経て、以下のとおり用途地域を変更する区域を確定しました。【見直

し対象地区については別図のとおり】 

 ▼用途地域変更区域 

 新規 変更 廃止 

箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 

水沢(胆沢) ２ 16.44ha 1 4.86ha   

江刺 1 36.04ha 11 64.47ha 5 82.90ha 

前沢 1 21.45ha 2 13.14ha   

合計 4 73.93ha 14 82.47ha 5 82.90ha 

 ※ 上記のほかに、道路や水路等の地形地物の変化等による境界調整箇所があります。 

▼用途地域の面積の変化（※境界調整箇所を含む） 

 
面積 

変更前 変更後 増減 

水沢(胆沢) 1,271.36ha 1,287.83ha 16.47ha 

江刺 676.32ha 629.26ha ▲47.06ha 

前沢 231.49ha 252.94ha 21.45ha 

合計 2,179.17ha 2,170.03ha ▲9.14ha 

 

５ 見直しに係る今後の予定スケジュール 

 ・令和２年６月～７月 関係機関等協議 

 ・令和２年８月頃   市都市計画審議会（協議） 

 ・令和２年８月～９月 都市計画変更案市民説明会（市広報紙等に特集を組み市民周知） 

 ・令和２年 10月頃   都市計画変更案の公告及び計画縦覧 

 ・令和２年 11月頃   市都市計画審議会（審議） 

 ・令和３年２月頃   岩手県国土利用計画審議会 

 ・令和３年３月頃   都市計画変更決定 



●江刺地域

令和２年６月23日全員協議会資料　都市整備部

　住宅地としての土地利用が進んできていることから、今後も良好な居住環境の保護を図るため近
隣商業地域を市街地の連続性を考慮した住居系用途地域へそれぞれ変更するもの

　住宅地としての土地利用が進んできていることから、今後も良好な居住環境の保護を図るため商
業系用途地域を市街地の連続性を考慮した第一種住居地域へ変更するもの

　多様な用途を許容する準工業地域を指定しているが、主に住宅としての土地利用が進んでいる
ことから、居住環境の保護に配慮した市街地の形成を促進するため、第一種住居地域へ変更す
るもの

　住居専用市街地としての土地利用が進んでおり、建物用途の混在が見られないことから、立地し
ている高齢者福祉施設に配慮した第一種中高層住居専用地域へ変更するもの

　主として耕作地（田、畑）として利用されていることから、用途地域は廃止し、隣接する農業振興
地域との一体的な土地利用を促進するもの

　主として耕作地（田、畑）として利用されていることから、用途地域は廃止し、隣接する農業振興
地域との一体的な土地利用を促進するもの

　市街地の連続性及び低層住宅の良好な居住環境の保護を図るため、第一種住居地域から第
一種低層住居専用地域へ変更するもの

　地区の大部分を森林地域（森林資源）として管理、活用されていることから、用途地域は廃止し、
森林としての諸機能の維持増進を図るもの

　商業・業務施設や軽工業等の立地が見られ多種多様な土地利用が進んでいることから、今後も
幹線道路沿道としての土地利用を促進するため、多様な用途を許容する準工業地域へ変更する
もの

江刺境畑地区

江刺桜ノ木地区

江刺海老島地区

江刺観音堂沖地区

主要地方道水沢米里線沿道地区(2)

江刺東下川原地区

解除

面積
(ｈａ)

見直し方針理由

36.0

10.6

22.6

2.3

3.3

変更

解除

解除

変更

変更

変更

9.3
　主として耕作地（田、畑）として利用されていることから、用途地域は廃止し、隣接する農業振興
地域との一体的な土地利用を促進するもの

見直し
区分

　工業生産拠点としての位置付けを明確にし、機能の維持・増進、土地利用の純化を図るため、
都市計画マスタープランに基づき工業専用地域を指定するもの

変更

変更

変更

指定

解除

解除

変更

変更

2.5

変更

0.3

1.8

20.4

17.2

12.7

27.6

変更

1.5

13.0

1.7

0.6

13

14

15

16

江刺地域

江刺フロンティアパーク地区

江刺耳取地区

江刺舘下地区

江刺本町地区

№

1

2

3

4

5

6

奥州都市計画用途地域見直し箇所【江刺地域】

12

9-1

江刺南町地区

江刺向山地区

江刺南八日市地区7

8

9-2

10

11 主要地方道水沢米里線沿道地区(1)

江刺梁川地区

江刺八日市地区

江刺馬場先地区

江刺地域
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●水沢（胆沢）地域

●前沢地域

　今後も幹線道路沿道としての土地利用を促進し、近隣サービス型施設の誘導と利便の向上を図
るため、多様な用途を許容する準工業地域へ変更するもの

指定

地区名

水沢五反町地区

胆沢龍ケ馬場地区（1）

見直し方針理由

　住居専用市街地としての土地利用が形成されており、建物用途の混在が見られないことから第
一種住居地域を市街地の連続性を考慮した第一種中高層住居専用地域へ変更するもの

　住宅の建物棟数割合が高くなっていることから、居住環境の保護を図りつつも商店街及び幹線
道路としての利便の増進を維持するため、商業地域を近隣商業地域へ変更するもの

　工業生産拠点としての位置付けを明確にし、機能の維持・増進、土地利用の純化を図るため、
都市計画マスタープランに基づき工業専用地域を指定するもの

変更

変更

胆沢龍ケ馬場地区（２）

　今後も隣接する用途地域との一体的な土地利用を実現し、良好な都市環境の保護を図るため
住居系用途地域をそれぞれ指定するもの

4.25

奥州都市計画用途地域見直し箇所【水沢（胆沢）地域】【前沢地域】

№

19

17

18

見直し
区分

変更

指定

面積
(ｈａ)

4.86

12.19

令和２年６月23日全員協議会資料　都市整備部

見直し方針理由

22

20

21

№
見直し
区分

指定

前沢地域
地区名

面積
(ｈａ)

前沢下小路地区

前沢中央地区

前沢インター工業団地

1.68

11.46

21.45

水沢（胆沢）地域

前沢地域

 4/5



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 非住宅部分の用途制限あり

× ① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④

× × ② ③ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ④

× × × ③ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × × × × ○ ○ ○ × ×

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ▲3,000㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ▲3,000㎡以下

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ ▲ × × ▲個室付浴場等を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

× × ▲ ▲ ▲ ▲ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲300㎡以下　　2階以下

① ① ② ② ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

× × × × ① ① ① ■ ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × × × ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × ○ ○

× × × ① ② ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ①1,500㎡以下　2階以下

× × × × × × × × × × ○ ○ ○ ②3,000㎡以下

× × × × × × × × × × × ○ ○

○

○

－

－

▲××

公衆浴場、診療所、保育所等

○

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 × ×

　用途地域を補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため特別

用途地区を指定している。

●特別工業地区（水沢羽田町の鋳物工場集積地へ指定）●大規模集客施設制限地区（準工業地域へ指定）

●その他の地域地区等

工

業

系

住宅や店舗のほかに小規模な工場も建

てられる

住宅や小規模な工場も建てられる ○

工
業
専
用
地
域

× ○ ○ ○ × ×

準
工
業
地
域

■都市計画用途地域制度

●用途地域による土地利用のコントロール

カラオケボックス等

　用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置による

機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する

都市計画・建築規制制度であり、都市における適正かつ合理的な土地利用を実現するための最も基礎的

な都市計画である。

　用途地域は、13種類からなり、市街地の類型に応じた建築制限により、目指すべき市街地像の実現を

図っているものである。

奥州

都市

計画

○

－

○

店舗等の床面積が　150㎡以下のもの

●用途地域による建築物の用途制限の概要

事
務
所
等

　注）本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

畜舎（15㎡を超えるもの）

○

店
舗
等

店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

①　日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等の
サービス業用店舗のみ、２階以下
②　①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理
店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店
舗のみ。２階以下
③　２階以下
④　物品販売店舗、飲食店を除く
■　農産物直売所、農家レストラン等のみ。２階以下

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

×
▲客席及びナイトクラブ等の用途に供
する部分の床面積200㎡未満

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

①　600㎡以下　1階以下
②3,000㎡以下　2階以下
③　2階以下※一団地の敷地内について別に制限あり

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積　①50㎡以下　②150㎡以下
■　農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵する
ものに限る

量が多い施設

倉庫業倉庫

○

量が少ない施設

工
業
地
域

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

用途地域内の建築物の用途制限

　　①、②、③、④、▲　面積、階段等の制限あ
り

　　×　　建てられない用途

　　○　　建てられる用途

遊戯
施設
・

風俗
施設

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

量が非常に少ない施設

×

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

自動車教習所

単独車庫（付属車庫を除く）

工
場
・
倉
庫
等

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

建築物付属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下のかつ備考欄に記
載の制限

病院

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等

キャバレー、個室付浴場等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

量がやや多い施設

火薬、石油類、ガスなどの危険物の

貯蔵・処理量

巡査派出所、一定規模の以下の郵便局等

神社、寺院、教会等

自動車修理工場

老人福祉センター、児童厚生施設等

大学、高等専門学校、専修学校等

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

田
園
居
住
地
域

▲

▲2階以下

備　　　　　考

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の
2分の1未満のもの

店舗等の床面積が3,000㎡を超えるもの

事務所等の床面積が　150㎡以下のもの

事務所等の床面積が　150㎡を超え、　500㎡以下のもの

事務所等の床面積が　500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

▲

種類 目的

●用途地域の種類

低層住宅の良好な住居の環境を保護する

ための地域

主に低層住宅の良好な住居の環境を保護

するための地域

系別

主として住居の環境を保護するための地域

準住居地域

○ ○

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

×

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

ホテル、旅館

図書館等

店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

道路の沿道において、地域の特性に相応しい業務の利便の増進と、これと調和した住居

の環境を保護するための地域

危険性、環境悪化が大きい工場のほか

は、ほとんど建てられる

住宅や店舗は建てられるが、学校、病

院、ホテル等は建てられない

準工業地域

工業地域

田園住居地域

農業の利便の増進と、これと調和した低層

住宅の良好な住居の環境を保護するため

の地域

主として工業の業務の利便の増進を図

る地域でどんな工場も建てられる

住

居

系

商

業

系

近隣商業地域

商業地域
② ○

近隣の住民が日用品の買い物をする店

舗、事務所等の利便の増進を図る地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店等の商

業等の業務の利便の増進を図る地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐

れのない工業の業務の利便を図る地域

第二種住居地域

第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住居の環境を保護

するための地域

第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な住居の環境を保

護するための地域

第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域

工業専用地域
専ら工業の業務の利便の増進を図る地

域

どんな工場でも建てられるが、住宅、店

舗、学校、病院、ホテル等は建てられな

い

▲

○

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

○

○

○
① ① ② × ③

低層住居専用地域内に建築可能な建築

物に加え、農業に必要な倉庫や農産物直

売所等も建てられる

× × ×

▲

制限内容等

小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小

中学校等が建てられる

小中学校等のほか、150㎡までの一定の

店舗等が建てられる

病院、大学、500㎡までの一定の店舗が

建てられる

病院、大学、1,500㎡までの一定の店舗

や事務所などの利便施設が建てられる

×

店舗等の床面積が　150㎡を超え、　500㎡以下のもの

店舗等の床面積が　500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

③ ○ ○ ○
作業場の床面積
① 50㎡以下　　②150㎡以下　　③300㎡以下
原動機の制限あり

①　２階以下かつ1,500㎡以下
②　3,000㎡以下
■　農産物及び農業の生産資材を貯蔵するも
のに限る

○

3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなど

が建てられる

店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオ

ケボックス等が建てられる

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車
店等で作業場の床面積が50㎡以下

○ ○ ○

○ ■ ○ ○
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○ 原動機の制限あり、▲2階以下

倉庫業を営まない倉庫（自家用倉庫） × × × ① ○ ○
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令和２年度 『奥州市からの要望』（県統一要望）について 

 

１ 概要 

  庁内各部から集約した国や県への要望事項を、総務企画部において優先順位等を付

しながら整理し、全27項目の要望書としてまとめて要望会の場において県知事（県南

広域振興局長）あて要望するもの。 

 

２ 要望内容 

  別紙のとおり 

 

３ 今後のスケジュール 

７月７日（火）   要望原案を県に提出（本要望１ヶ月前） 

７月17日（金）   岩手県議会議員への要望内容説明 

８月７日（金）16時 県統一要望（議会参集予定：議長、副議長、各常任委員長） 

 

４ その他 

  要望内容についてのご意見等がある場合には、７月２日（木）正午までに、議会事

務局へご報告願います。 

令和２年６月23日 

全員協議会資料 総務企画部 



地域の個性がひかり輝く 自治と協働のまち 奥州市

２ 未来を拓く⼈を育てる学びのまちづくり

□ 県３ 有害捕獲活動の支援について･････････････････････････13㌻

３ 健康で安心して暮らせるまちづくり

■ 県１ いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の

更なる拡充について･･････････11㌻

■ 県２ 公共牧野の維持管理に対する支援について･････････････12㌻

■ 県４ 工業団地等への企業誘致の促進に係る支援について･････14㌻

■ 県５ 工業用水に係る補助、助成制度の導入について･････････16㌻

■ 国６ 基盤整備事業の推進について･････････････････････････35㌻

１ みんなで創る生きがいあふれるまちづくり

■ 広２ 胆江保健医療圏における県立病院の機能の充実について･６㌻

■ 国１ 介護保険制度の充実強化について･････････････････････27㌻

■ 広５ 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の

推進について････････10㌻

■ 県８ 指導主事の派遣について･････････････････････････････21㌻

■ 県９ 小中学校の諸課題に対応する教員等専門職の配置

及び増員について････････22㌻

□ 県10 地域ぐるみの学校安全体制整備事業への

財政支援について････････23㌻

□ 国２ 国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所に対する
予算確保について････････28㌻

■重点１ ＩＬＣ実現に向けた取組について････････１㌻

凡例
■：継続して要望する事項 広○：広域として要望する事項

□：新規に要望する事項 県○：県へ要望する事項

国○：県を通じ国へ要望する事項

４ 豊かさと魅⼒のあるまちづくり

５ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり

６ 快適な暮らしを支えるまちづくり

■ 県11 カヌー競技の推進について･･･････････････････････････24㌻

■ 県12 えさしクリーンパークの営業継続について･････････････26㌻

■ 広１ ＪＲ東北本線の利便性向上について･･･････････････････５㌻

□ 広３ 過疎地域に対する支援の継続について･････････････････７㌻

■ 広４ （仮称）新金ケ崎大橋の新設について･････････････････８㌻

■ 県６ 一般県道玉里梁川線のバイパス整備促進について･･･････17㌻

■ 県７ 県管理河川の河道整備について･･･････････････････････19㌻

■ 国３ 一般国道４号水沢東バイパス等の整備促進について･････29㌻

■ 国４ 北上川における築堤等の整備促進について･････････････32㌻

■ 国５ テレビ共同受信施設組合への支援について･････････････34㌻

■重点２ 地域医療の充実と公⽴病院における

医師確保について･･････２㌻

各 分 野 を 横 断 的 に 取 り 組 む 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト

■重点４ 路線バス事業に対する⽀援事業の

拡充について･･‥･･４㌻

□重点３ 地方財政基盤の充実強化について･･････３㌻
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令和２年　「奥州市からの要望」に係る要望項目一覧表

№
前年

評価
区分 要望項目 要旨 市担当部局

●県と重点的に政策協議をする事項

1 B 継続 ＩＬＣ実現に向けた取り組みについて
ＩＬＣの日本誘致の方針を早期に決定するよう国に強く働きかけるとともに、受

入環境整備及び普及啓発等について要望
総務企画部

2 B 継続
地域医療の充実と公立病院における医師確

保について

「地域医療構想調整会議」における地域医療の充実に向けた議論の活性化と公立

病院の医師確保について要望
福祉部

3 新規 地方財政基盤の充実強化について
地方創生の実現のための十分な財政措置や、地域間格差の是正に資する予算確保

など、地方自治体の安定的な財政運営にかかる措置について要望
財務部

4 B 継続
路線バス事業に対する支援事業の拡充につ

いて

広域ネットワークを維持する観点から、国庫補助対象事業の拡大及び補助要件等

の緩和の働き掛け、県単補助事業の拡充などの路線バス事業者に対する効果的な

支援事業の実施について要望

総務企画部

●広域として県へ要望をする事項

1 B 継続 ＪＲ東北本線の利便性向上について
北上川流域における産業集積と生活環境の充実に向け、ＪＲ東北本線の利便性が

向上するよう、東日本旅客鉄道株式会社への働き掛けについて要望
総務企画部

2 C,B 継続
胆江保健医療圏における県立病院の機能の

充実について

胆江保健医療圏の中核病院である県立病院の医師を確保し、胆江保健医療圏の医

療機能の充実を図ることについて要望
福祉部

3 新規 過疎地域に対する支援の継続について
過疎地域が安心・安全に暮らせる、活力と魅力ある地域を維持していくための支

援について要望
総務企画部

4 C 継続 （仮称）新金ケ崎大橋の新設について
安全性や物流ルートの確保のため、一般県道江刺金ケ崎線金ケ崎橋（（仮称）新

金ケ崎大橋）の新設について要望
都市整備部

5 B 継続
「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の

推進について

「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の行程にかかる早急な合意形成と取り組

みの推進のため、県のより一層の指導と支援について要望

教育委員会

事務局

●県へ書面として要望をする事項

1 B 継続
いわて地域農業マスタープラン実践支援事

業の更なる拡充について

計画的な施設整備、機械導入を進めるため、いわて地域農業マスタープラン実践

支援事業の予算確保について要望
農林部

2 B 継続 公共牧野の維持管理に対する支援について
畜産農家の負担軽減に大きく寄与する公共牧野における施設・設備の維持管理に

対する支援について要望
農林部

3 新規 有害捕獲活動の支援について
有害捕獲活動を行う鳥獣被害対策実施隊（猟友会）の負担軽減、捕獲意欲維持の

ための支援制度の拡充について要望
農林部

4 B 継続
工業団地等への企業誘致の促進に係る支援

について

雇用拡大及び経済の活性化等に向け工業団地等への企業誘致を促進させるため、

補助制度等の拡充について要望
商工観光部

5 D 継続
工業用水に係る補助、助成制度の導入につ

いて

企業誘致の推進及び既存企業支援の観点から、工業用水に係る補助、助成制度の

創設について要望
商工観光部

6 A 継続
一般県道玉里梁川線のバイパス整備促進に

ついて

釜石自動車道江刺田瀬インターチェンジと江刺工業団地を経て奥州市の市街地や

金ケ崎工業団地に通じる道路網の早期開通について要望
都市整備部

7
A,A,A,

A,A,A
継続 県管理河川の河道整備について

出水時の防災対策として、県管理河川の浚渫及び立木等の撤去による河道の整備

について要望
都市整備部

8 B 継続 指導主事の派遣について
確かな学力の保障、不登校・いじめの防止、特別支援教育及び就学前教育の充実

に取り組むため、指導主事３名の継続派遣について要望

教育委員会

事務局

9 B 継続
小中学校の諸課題に対応する教員等専門職

の配置及び増員について

より充実した学校教育の実現と複雑化する教育現場の問題解決のため、小中学校

の諸課題に対応する教員等専門職の配置及び増員について要望

教育委員会

事務局

10 新規
地域ぐるみの学校安全体制整備事業への財

政支援について

スクールガードリーダーの活動を円滑に行うため、地域ぐるみの学校安全体制整

備事業への財政支援の継続について要望

教育委員会

事務局

11
B,A,A,

B
継続 カヌー競技の推進について

カヌー競技振興の推進のため、東京オリンピック・カヌースラローム競技の事前

合宿受入れに向けた取組の支援について要望

協働まちづ

くり部

12 D 継続 えさしクリーンパークの営業継続について えさしクリーンパークの令和４年度以降の施設営業継続について要望 市民環境部

●県を通じ国への要望として配慮していただく事項

1 B,B 継続 介護保険制度の充実強化について
介護保険財政の基盤強化を図るとともに、介護職員等の処遇改善と人材確保・定

着のための支援策について要望
福祉部

2 新規
国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所に対する予

算確保について
国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所の継続的な運用に向けた予算の確保について要望 総務企画部

3
A,A,B,

B,B
継続

一般国道４号水沢東バイパス等の整備促進

について

交通混雑の解消や安全性の確保に向け、一般国道４号水沢東バイパスをはじめと

する国道４号の整備促進について要望
都市整備部

4 B,B 継続 北上川における築堤等の整備促進について 安全な生活環境整備のため、北上川における築堤等の整備促進について要望 都市整備部

5 B 継続 テレビ共同受信施設組合への支援について
テレビ共同受信施設組合の施設改修及び撤去に係る費用の助成制度の創設につい

て要望
総務企画部

6 B 継続 基盤整備事業の推進について 農業振興に係る基盤整備事業の予算の確保について要望 農林部

27 件
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別紙要望事項について、特段のご高配をお願いいたします。 
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令和２年『奥州市からの要望』要望項目一覧 
要望：全２７項目 （うち新規５項目、継続２２項目）  

１ ＪＲ東北本線の利便性向上について（継続）          ５  
２ 胆江保健医療圏における県立病院の機能の充実について（継続） ６

３ 過疎地域に対する支援の継続について（新規）         ７

４ （仮称）新金ケ崎大橋の新設について（継続）         ８  
５ 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の推進について（継続） 10

１ ＩＬＣ実現に向けた取り組みについて（継続）         １  
２ 地域医療の充実と公立病院における医師確保について（継続）  ２  
３ 地方財政基盤の充実強化について（新規）           ３  
４ 路線バス事業に対する支援事業の拡充について（継続）     ４  

１ （継続）  11

２ 公共牧野の維持管理に対する支援について（継続）       12  

３ 有害捕獲活動の支援について（新規）             13

４ 工業団地等への企業誘致の促進に係る支援について（継続）   14  

５ 工業用水に係る補助、助成制度の導入について（継続）     16  

６ 一般県道玉里梁川線のバイパス整備促進について（継続）    17  

７ 県管理河川の河道整備について（継続）            19  

８ 指導主事の派遣について（継続）               21  

９ （継続）  22  

10 （新規）   23  

11 カヌー競技の推進について（継続）              24

12 えさしクリーンパークの営業継続について（継続）       26

１ 介護保険制度の充実強化について（継続）           27  
２ （新規）   28  
３ 一般国道４号水沢東バイパス等の整備促進について（継続）   29  

４ 北上川における築堤等の整備促進について（継続）       32  

５ テレビ共同受信施設組合への支援について（継続）       34  

６ 基盤整備事業の推進について（継続）             35  
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件  名 【重点要望 １】 

ＩＬＣ実現に向けた取り組みについて 

 

要  旨 

ＩＬＣの日本誘致の方針を早期に決定するよう国に強く働きかけるとともに、受入環

境整備及び普及啓発等について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）は、当市を含む北上山地が国内建設候補地とされて

おりますが、その誘致について国内においては、日本学術会議のマスタープラン策定を

受け、文部科学省がロードマップ作成に向け議論を深めており、国外においては、次期

欧州素粒子物理戦略の策定に向け詰めの議論が行われているなど、重要な局面を迎えて

いるところです。 

 ＩＬＣの建設が実現すれば、基礎科学の研究が飛躍的に発展するとともに、世界最先

端の研究を行う人材が定着し、この地に国際科学技術イノベーション拠点が形成され、

日本が世界に大きく貢献することができるうえに、研究者等と地域との交流による岩手

県全体の発展が期待されます。 

 政府のＩＬＣ誘致判断が目前に迫る中、当市では、平成28年４月に、ＩＬＣとの関わ

りを通じて、市が今後目指すべき将来像を示す「奥州市ＩＬＣまちづくりビジョン」を

策定し、県をはじめ関係団体との連携を一層深めながら、各種取組を推進しているとこ

ろです。 

 つきましては、ＩＬＣの実現に向けて方針を早期に決定するよう国に強く働きかける

とともに、受入環境整備等県全域の課題解決に向けた取組を強力に推進するほか、県内

はもとより国内でのさらなる機運醸成に向けた普及啓発、情報発信のより一層の強化に

ついて要望いたします。 
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件  名 【重点要望 ２】 

地域医療の充実と公立病院における医師確保について 

 

要  旨 

「地域医療構想調整会議」における地域医療の充実に向けた議論の活性化と公立病院

の医師確保について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

令和元年９月に厚生労働省が行った、再編統合の議論が必要な 424 病院の公表につい

ては、地域の実情を反映したものではないと考えていることから、公表以降、各種要望

活動を行ってきており、当市において対象となった３病院についても、当地域の地域医

療にとって重要な役割を持つ医療機関であると認識しているところです。 

このような中、公立病院においては医師の非常勤化が進み、とりわけ産科及び小児科

などの必要な医療が常時受けられないという問題も生じております。 

恒常的な医師不足は、常勤医の勤務時間数の増加など労働環境の悪化につながり、こ

れを放置すれば更なる医師の辞職を招く悪循環を引き起こしかねません。 

つきましては、以上のことを鑑み、次の事項を要望いたします。 

 

１ 住んでいる場所で医療が受けられ安心して生活ができるという、公立病院が持つ地

域に対する役割を果たし、地域医療を保持していくため、地域医療構想調整会議にお

ける議論の充実及び公立病院における医師確保、特にも産科及び小児科の常勤医師の

確保を図ること。 

２ 感染症等が発生した場合において適切に対応を行うため、感染症病床を備える総合

水沢病院に対する呼吸器内科医等の継続的な配置を行うこと。 
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件  名 【重点要望 ３】 

 地方財政基盤の充実強化について 

 

要  旨 

地方創生の実現のための十分な財政措置や、地域間格差の是正に資する予算確保など、

地方自治体の安定的な財政運営が図られるよう、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

 社会の成熟によって、人々の価値観やライフスタイルが変化し、市民のニーズも高度

化、多様化してきている中、地方自治体においては、市町村合併によるスケールメリッ

トを活かし、事務事業の見直しや職員数の削減などの行財政改革を進めることで、これ

らの行政需要に対応してきました。 

しかし、人口減少により、地域経済の規模縮小が引き起こされ、税収減少による行政

基盤の低下により行政サービスの維持が困難となることが予想されるところであり、今

後とも持続的に行政サービスを提供していくためには、安定的な財源の確保が不可欠と

なっています。 

 また、まち・ひと・しごと創生法では、地域の実情に応じた施策を展開することが、

人口減少問題に一定の歯止めをかけることが期待されていますが、地方自治体が「総合

戦略」に基づくニーズをとらえた実効性のある各種施策を企画立案、実行するには、財

源やＩＣＴの更なる活用、各種規制緩和が必要不可欠であります。 

 つきましては、地方自治体の安定的な財政運営について、次のことを国に対して働き

掛けていただきますよう要望いたします。 

 

１ 地方創生の実現に向けて、地方公共団体が自主性を発揮して施策を進められるよう、

合併市町村の財政需要を遺漏なく地方財政計画に反映させ、臨時財政対策債の廃止に

合わせた地方交付税の増額による十分な財政措置を講じること。 

２ 普通交付税の算定においては、「人口と面積」といった規模だけでなく、地方の実

情に沿った算定方法に改め、地域間格差を是正するような予算の確保・充実を図るこ

と。 

３ 合併特例債の発行期限は、東日本大震災の被災地市町村は合併後25年間まで延長さ

れているが、合併算定替えの終了などに伴い財源不足が深刻化することから、上限額

の拡大を含め、更なる支援策を講じること。 
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件  名 【重点要望 ４】 

 路線バス事業に対する支援事業の拡充について 

 

要  旨 

 広域ネットワークを維持する観点から、国庫補助対象事業の拡大及び補助要件等の緩

和の働き掛け、県単補助事業の拡充などの路線バス事業者に対する効果的な支援事業の

実施について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

 本市は、本年２月に第３次奥州市バス交通計画（以下「３次計画」と表記）を策定し

ました。計画は、山間地域や小規模集落を面でカバーする「地区内交通」の導入を根幹

とし、同時に隣接市町村や合併前の市町村間を結ぶ路線を「幹線」、幹線と「地区内交

通」を結ぶ路線を「支線」と位置づけ、簡素、かつ効率的なネットワークの構築を目指

しております。「ラストワンマイル」の移動手段の利便性や効率性を高めることで、連

動して「幹線」「支線」の利用促進、維持を図るものです。 

 しかし、現状は３次計画で「幹線」に位置付ける路線の大半が国・県補助なしには運

行できないのが実態です。ラストワンマイルを整備しても、その先の接続がなくなれば

利便性も高まりません。令和２年度から県の地域バス交通等支援事業費補助金が拡充さ

れたことは感謝申し上げますが、国庫補助対象外となる路線が増えることは市町村の財

政負担増大も意味しており、事業の継続性が危ぶまれます。 

また、全国の路線バス事業者の７割以上が赤字経営にあって、特に地方の事業者ほど

ＩＣカードやバスロケーションシステム導入といった設備投資が困難で、インバウンド

対応が進まない一因にもなっています。利便性向上は、一般利用者の維持・増加にも必

要です。県内の実情は限られたバス事業者が広域を運行しており、市町村個別の施策で

は事業者の設備投資に結びつくような支援は難しいと考えます。 

つきましては、このような事情をご賢察いただき、国庫補助対象事業の拡大、補助要

件等の緩和を、国へ強力に働き掛けていただくとともに、県単補助事業の拡充について

要望いたします。 
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件  名 【広域要望 １】 

 ＪＲ東北本線の利便性向上について 

 

要  旨 

 北上川流域における産業集積と生活環境の充実に向け、ＪＲ東北本線の利便性が向上

するよう、東日本旅客鉄道株式会社への働き掛けについて、特段のご高配をお願いいた

します。 

 

理  由 

岩手県南地域においては、北上川流域を中心とした自動車や半導体産業の集積が進ん

でいます。 

岩手県が策定した岩手県民計画では、県央広域振興圏と県南広域振興圏にまたがる北

上川流域において、この産業集積の強みを生かした「北上川バレープロジェクト」を展

開することとしており、更なる産業の高度化と生活環境の充実が求められています。 

しかしながら、公共交通の根幹をなす東北本線の北上駅・一ノ関駅間の運行は、盛岡

駅・北上駅間が上下線とも平均して30分に１本であることに対して１時間に１本の運行

間隔となっており、接続する路線バスとの乗継ぎに長時間を要し、双方の利用が進まな

い原因ともなっています。 

また、ライフスタイルの変化により、若者を中心に乗用車の保有を敬遠する傾向もあ

り、公共交通の利便性の悪いことが、地方への就業や移住を選択しない理由の一つとな

っています。 

令和元年12月に、県、県南広域振興局管内市・町及び商工会議所等によるＪＲ線県南

地域利用促進協議会が発足しておりますが、この地域において更なる産業集積と人材の

育成・確保を図るためには、ＪＲ線の利便性向上による一層の利用促進が必要であると

考えます。 

つきましては、ＪＲ東北本線の北上駅から一ノ関駅までの運行本数を増加し、盛岡

駅・北上駅間と同様、上下線とも平均して30分に１本となるよう、関係者が一体となっ

てＪＲ東日本に働き掛けることが重要と考えておりますので、引き続き、ご支援、ご指

導を賜りますよう要望いたします。 
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件  名 【広域要望 ２】 

 胆江保健医療圏における県立病院の機能の充実について 

 

要  旨 

 胆江保健医療圏の中核病院である県立病院の医師を確保し、胆江保健医療圏の医療機

能の充実を図ることについて、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

全国的な医師の偏在等により、胆江保健医療圏の急性期医療を担っている、公立病院

における医師数(研修医を除く)が不足し、住民は必要な医療を受けるために、他医療圏

の医療機関に出向く場合が出てくるなど、経済的・肉体的負担が大きい現状にあります。 

特にも当医療圏の中核病院である県立胆沢病院においては、平成19年８月より産婦人

科において産科医療がなくなるとともに、分娩を取り扱う市内診療所４ヶ所のうち平成

30年３月、令和２年５月にそれぞれ１ヶ所が分娩取扱を中止するなど、現在、市内の分

娩を取り扱う施設が診療所２ヶ所しかないという状況から、住民はたいへん大きな不安

とリスクを抱えております。 

また、平成30年11月の総合水沢病院の小児科休診に伴い、この胆江二次医療圏では小

児の入院に対応する医療機関がない状況となっていることから安全安心な出産及び子育

てを行うため、環境整備への要望が切実となっております。 

つきましては、以上のことを鑑み、次の事項を要望いたします。 

 

１  当医療圏の中核病院である県立胆沢病院に常勤の産科医を確保するとともに、「胆

江保健医療圏における地域周産期母子医療センター」とすること。 

２ 当医療圏の小児地域支援病院である県立胆沢病院に、常勤医師の増員を図り小児医

療体制の充実を図ること。 
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件  名 【広域要望 ３】 

 過疎地域に対する支援の継続について 

 

要  旨 

 過疎地域が安心・安全に暮らせる、活力と魅力ある地域を維持していくための支援に

ついて、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

 当市の江刺地域は、過疎地域自立促進特別措置法（以下「措置法」という。）第33条

の規定により、「一部過疎地域」に指定され、過疎対策事業債の活用等により、これま

で道路橋梁整備や小中学校校舎などの教育施設整備事業、公共交通の確保や観光施設整

備等の事業を実施し、地域振興を図ってきたところです。 

 現行の過疎法は、令和３年３月末をもって法期限を迎えることとなりますが、人口減

少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎地域の深刻な状況を踏まえ、過疎地域に対する

支援の継続が必要とされております。 

 このことから、今後も過疎地域が安心・安全に暮らせる、活力と魅力ある地域を維持

していくため、次のことを国に対して働きかけていただきますよう要望いたします。 

 

１ 過疎地域において必要な事業を円滑に実施できるよう、過疎対策事業債及び各種支

援制度の維持・拡充を図ること。 

２ 過疎対策事業の対象となるソフト事業の範囲の拡大及び過疎対策事業債の配分額の

増額行うなど十分な財源措置を講じること。 

３ 現行の過疎法第33条に規定する「市町村の配置分合等があった場合の特例」を継続

するとともに、現行過疎地域が新法においても引き続き過疎地域に指定されるよう、

配慮すること。 
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件  名 【広域要望 ４】 

 （仮称）新金ケ崎大橋の新設について 

 

要  旨 

 安全性や物流ルートの確保のため、一般県道江刺金ケ崎線金ケ崎橋（（仮称）新金ケ

崎大橋）の新設について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

奥州市江刺地域と金ケ崎町を結ぶ一般県道江刺金ケ崎線金ケ崎橋は、生活、産業、経

済に重要な役割を果たしています。 

しかし、現在の金ケ崎橋は、昭和36年の供用開始以来60年近くが経過し、老朽化が進

み、また幅員も狭く歩道も無いことから、大型車両のすれ違いや、歩行者や自転車の通

行が極めて危険な状態です。更に橋から金ケ崎町側は国の重要伝統的建造物群保存地区

に選定されていることから、拡幅等が制限されており大型車の通行は困難な状況です。 

また、岩手中部（金ケ崎）工業団地や北上南部工業団地と江刺中核工業団地及び江刺

フロンティアパーク間を連絡する物流ルートとして、更には国道456号及び国道107号梁

川口内トンネル、東北横断自動車道江刺田瀬インターチェンジを経由する釜石港からの

物流ルートとしても極めて重要な路線であり、岩手県南部の産業経済の発展に必要不可

欠と考えることから、「（仮称）新金ケ崎大橋」の新設を推進されますよう要望いたし

ます。 
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件  名 【広域要望 ５】 

 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の推進について 

 

要  旨 

 「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録の行程にかかる早急な合意形成と取り組みの

推進のため、より一層のご指導とご支援について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

「平泉の文化遺産」は、平成23年に中心的な５資産が世界遺産に登録されました。世

界遺産登録資産候補であった平泉町・一関市・奥州市に所在する５資産については、拡

張登録を目指すという関係県市町の合意のもとに、平成23年から関係県市町と取り組み

を進めて参りましたが、平成29年度の文化庁への推薦書提出については合意に至らなか

ったため、平成30年度以降も取り組みを継続しているところです。 

つきましては、拡張登録の取り組みは、平泉町・一関市・奥州市の２市１町にまたが

るものであることから、拡張登録の行程にかかる早急な合意形成と取り組みの推進のた

め、より一層のご指導とご支援を要望いたします。 



- 11 - 

 

件  名 【県への要望 １】 

 いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の更なる拡充について 

 

要  旨 

 計画的な施設整備、機械導入を進めるため、いわて地域農業マスタープラン実践支援

事業の予算確保ついて、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

奥州市は、米、野菜、果樹、畜産などの県下優良産地として確立しており、地域農業

のマスタープラン計画の策定などを通じ農家支援を計画的に推進しているところであり

ます。 

しかしながら、長期的な米価下落傾向や子牛価格の高騰などにより、農家の収益性は

一向に向上しておらず、「金色の風」、「江刺りんご」、「前沢牛」等、収益性の高い

各ブランドの産地化に取り組む当市においては、更なる地域農業への支援が大きな課題

となっています。 

また、基盤整備後の機械導入を望む声も高まりつつあります。 

つきましては、当市農畜産業の振興のため、当該事業に必要な県補助金の拡充を要望

いたします。 
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件  名 【県への要望 ２】 

 公共牧野の維持管理に対する支援について 

 

要  旨 

 畜産農家の負担軽減に大きく寄与する公共牧野における施設・設備の維持管理に対す

る支援について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

奥州市内には、種山高原牧野、阿原山牧場、胆沢牧野の３つの公共牧野があり、肉用

牛繁殖農家等のコスト低減や飼養頭数の維持・増頭などを進めているところであります。 

また、生産者の高齢化や担い手不足等によって、畜産農家戸数や飼養頭数は減少傾向

にあることから、公共牧野の果たす役割はますます重要となっております。 

しかしながら、公共牧野の施設・設備の経年劣化が著しく進んでおり、胆沢牧野にお

いては、水道管の破裂や水飲み場の水槽のひび割れ、大雨による牧道の洗堀等の修繕工

事を毎年行っており、市では毎年200万円以上の修繕費用を支出しています。 

つきましては、畜産農家の負担軽減に大きく寄与する放牧事業に対して引き続きご支

援いただくとともに、このような緊急の修繕は、収益力・生産基盤・機能等の強化を条

件とする国の補助事業では採択基準を満たすことが難しいことから、迅速な対応が必要

な施設・設備の緊急修繕などに対する応分の負担を要望いたします。 
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件  名 【県への要望 ３】 

有害捕獲活動の支援について 

 

要  旨 

有害捕獲活動を行う鳥獣被害対策実施隊（猟友会）の負担軽減、捕獲意欲維持のため

の支援制度の拡充について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

 近年、県内全域にわたりニホンジカ、イノシシの生息数が増加したことに伴い、生息

域も拡大しており、当市の農作物被害の増加、農地被害が拡大しているところです。 

この対策については、自治体が鳥獣被害防止総合対策協議会を設置し、国の鳥獣被害

防止総合対策交付金による各種支援策等を活用しながら被害防止の事業を行っており、

このうち緊急捕獲活動支援事業については、有害捕獲期における捕獲者である鳥獣被害

対策実施隊（猟友会）へ支援が行われています。 

しかしながら、緊急捕獲活動支援事業による支援単価は、県自然保護課の個体数調整

事業の単価に比べ低いため、当市を含む県内の一部自治体では、捕獲者の捕獲意欲維持

のため独自の上乗せ支援を行っておりますが、近年は有害鳥獣の捕獲頭数が計画を超過

し、国からの補助金予算額を超える場合もある等、自治体の負担増及び捕獲者の捕獲意

欲低下を招いています。 

さらに、捕獲者に貸与し使用しているくくりわな、箱わなについては、使用頻度によ

り消耗、破損することから、同交付金の捕獲機材整備事業を活用しながら整備している

ものの、交付額が要望額に達していないため、不足している状況となっております。 

つきましては、県内全域での鳥獣被害状況を鑑み、県独自の支援制度について、次の

事項を要望いたします。 

 

１ 緊急捕獲活動支援事業単価と個体数調整事業単価の差額分について支援を行うこと。 

２ くくりわな、箱わな整備費について、国の交付金の不足分に対する支援を行うこと。 
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件  名 【県への要望 ４】 

 工業団地等への企業誘致の促進に係る支援について 

 

要  旨 

 雇用拡大及び経済の活性化等に向け工業団地等への企業誘致を促進させるため、補助

制度等の拡充について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

市では、県が戦略産業に位置付ける自動車、半導体等を中心に市内工業団地への企業

誘致を積極的に推進しており、江刺中核工業団地、本杉工業団地に続き昨年度は江刺フ

ロンティアパークが完売となるなど、県をはじめとする関係機関等のご協力のもと一定

の成果を上げているところです。 

 自動車関連産業においては、今後も岩手県南、宮城県北地域へのコンパクトカーの開

発・生産拠点化が促進されることが見込まれ、また、半導体関連産業においては、世界

規模の半導体需要に伴い半導体製造装置関連産業が活況を呈しており、関連の企業の進

出や積極的な設備投資等が期待されているところです。 

 県内製造品出荷額の大部分を占める自動車、半導体は、大きなサプライチェーンを有

するすそ野の広い産業であり、本市のみならず県内への関連企業の立地や経済波及効果

が期待できることから、市町村単独の取組ではなく全県的に積極的な誘致施策を講じる

必要があり、その絶好の時期であるものと考えています。 

 このような状況から、さらなる企業の立地、設備投資等を促進させるとともに、一刻

も早い震災復興、若年層の地元への定着、県内の経済活動の活性化等を図るため、企業

立地に対する補助、減税等の優遇制度の拡充を要望いたします。 

 

※ 本市の工業団地の未分譲区画及び面積 

  胆沢広表工業団地（未造成）        6.1 ha 

  胆沢東部工業団地（未造成）        1.0 ha 
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位 置 図（県への要望４、５共通） 
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件  名 【県への要望 ５】 

 工業用水に係る補助、助成制度の導入について 

 

要  旨 

企業誘致の推進及び既存企業支援の観点から、工業用水に係る補助、助成制度の創設

について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

 市では、企業誘致の積極的な推進を図るとともに、企業が継続して安定的に操業でき

るよう様々な振興支援施策やフォローアップの充実に努めているところです。 

 企業誘致に関しては、自動車、半導体を中心に積極的な誘致施策を推進しているとこ

ろですが、両産業とも岩手県と宮城県での企業誘致に係る自治体間競争が年々厳しくな

っています。 

 また、既存企業への支援に関しては、海外や域外への企業の移転を留めるため、企業

が継続して操業するための条件整備が重要であり、企業ニーズに合致した支援策として、

特にも工業用水の安定的な供給が重要な要素となっています。 

 現在、岩手県企業局では、北上市や金ケ崎町の工業団地において安価で良質な工業用

水が供給され、同地で操業する企業にとって大きな力となっており、他の県内主要工業

団地への県営工業用水の供給拡大が強く望まれるところですが、膨大な整備費、維持管

理費等の予算が必要となることから、その早急な実現は難しいものと思慮されます。 

 つきましては、県営工業用水の供給区域の拡大が実現するまでの間、一定の条件を満

たす県内企業に対し県営工業用水道事業と同様の条件で用水を供給できるよう、工業用

水補助、助成等の制度の創設を要望いたします。 
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件  名 【県への要望 ６】 

 一般県道玉里梁川線のバイパス整備促進について 

 

要  旨 

 釜石自動車道江刺田瀬インターチェンジと江刺工業団地を経て奥州市の市街地や金ケ

崎工業団地に通じる道路網の早期開通について、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

釜石自動車道江刺田瀬インターチェンジや国道107号梁川口内トンネルの開通に伴い、

一般県道玉里梁川線の交通量が増加しており、江刺地域へ通じる梁川舘下地内は一車線

と幅員が狭く、車両の往来に不便を来たしているとともに、歩行スペースも十分に確保

されていないことから、歩行者を巻き込んだ事故も危惧されています。 

このことから、現道の２次改良を行うことは両側に商店や住居が連担しているため難

しい状況であることなどから、国道107号から一般県道玉里梁川線へ接続する新規道路

（バイパス）の整備を要望しておりましたが、平成31 年３月に策定された岩手県道路

事業実施計画に搭載していただいたこと、まことに感謝申し上げます。 

つきましては、釜石自動車道江刺田瀬インターチェンジと江刺工業団地を経て奥州市

の市街地や金ケ崎工業団地に通じる道路網の早期開通を要望いたします。 



- 18 - 

 



- 19 - 

 

件  名 【県への要望 ７】 

 県管理河川の河道整備について 

 

要  旨 

 出水時の防災対策として、県管理河川の浚渫及び立木等の撤去による河道の整備につ

いて、特段のご高配をお願いいたします。 

 

理  由 

市内の岩手県管理河川については、築堤及び護岸工事等により河道の整備が図られて

きたところですが、年月の経過による河床への土砂等の堆積及び草木の繁茂が各所に見

られています。 

平成28年８月の台風10号による災害や、令和元年10月の台風19号の集中豪雨による洪

水や土砂崩れなど、異常気象ともいえる豪雨災害が全国各地で頻発しており、また、当

市においても平成30年３月に大雨と融雪による洪水で避難勧告を発するに至った事例が

発生するなど、住民の不安は募る一方となっています。 

このことから、県管理河川の出水時の防災対策として浚渫及び草木の撤去等河道の整

備を要望します。 

 特にも、次の箇所の整備を推進されますよう要望いたします。 

 

 １ 人首川 

 ２ 伊手川 

 ３ 広瀬川 

 ４ 岩堰川 

 ５ 白鳥川 

 ６ 衣川 
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